
総社市告示第８７号 

 

総社市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等給付事業実施要綱（平成２３年総社市告示第２０号）の一部を次のように改正する。 

 

  令和元年９月２０日 

 

                                       総社市長 片 岡 聡 一 

 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）

が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には，当該改正後部分を加える。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（支給期間等） 

第５条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間（以下「支給期間」という。）

は，修業期間の全期間とし，４８箇月を上限とする。 

２～５ 略 

（支給額） 

第６条 訓練促進給付金の支給額は，次の各号に掲げる対象者の区分に応

じ，当該各号に定める額とする。 

(１) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者（当該対象者の民法

（明治２９年法律第８９号）第８７７条第１項に定める扶養義務者で当

該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。）が訓練促進給付

金の支給を請求する月の属する年度（４月から７月までに当該訓練促進

給付金の支給を請求する場合にあっては，前年度）分の地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税（同法の規定による特

別区民税を含むものとし，同法第３２８条の規定によって課する退職手

当等に係る所得割を除く。以下同じ。）が課されない者（市町村（特別

区を含む。）の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された

ものを含むものとし，当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地

に住所を有しない者を除く。以下同じ。） 月額１００，０００円。た

だし，養成機関における修業の修了前１２月については，月額１４０，

０００円 

(２) 前号に掲げる者以外の者 月額７０，５００円。ただし，養成機関に

 

（支給期間等） 

第５条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間（以下「支給期間」という。）

は，修業期間の全期間とし，３６箇月を上限とする。 

２～５ 略 

（支給額） 

第６条 訓練促進給付金の支給額は，次の各号に掲げる対象者の区分に応

じ，当該各号に定める額とする。 

(１) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者（当該対象者の民法

（明治２９年法律第８９号）第８７７条第１項に定める扶養義務者で当

該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。）が訓練促進給付

金の支給を請求する月の属する年度（４月から７月までに当該訓練促進

給付金の支給を請求する場合にあっては，前年度）分の地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税（同法の規定による特

別区民税を含むものとし，同法第３２８条の規定によって課する退職手

当等に係る所得割を除く。以下同じ。）が課されない者（市町村（特別

区を含む。）の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された

ものを含むものとし，当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地

に住所を有しない者を除く。以下同じ。） 月額１００，０００円 

 

 

(２) 前号に掲げる者以外の者 月額７０，５００円 



改 正 後 改 正 前 

おける修業の修了前１２月については，月額１１０，５００円 

２ 略 

 

 

２ 略 

 

 

   附 則 

 この告示は，公布の日から施行する。 


